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国道３４号７９ｋ４００付近の倒木発生に伴う  
通行規制解除について  

 

・台風１０号の接近に伴う強風により、国道３４号（ 東彼杵
ひがしそ のぎ

町 管
す が

無田郷
む た ご う

）で発生した倒木について、撤去が完了したため、9 時
2０分に通行規制を解除しました。  

 

１．国道３４号７９ｋ４００付近の倒木発生に伴う通行規制解除
について  

■   被災場所：国道３４号  東彼杵
ひがしそ のぎ

町 管
す が

無田郷
む た ご う

 
■   被災日時：令和６年８月２９日  ４時３５分  
■  被災状況：倒木  
■  交通規制：国道３４号７９ｋ４００付近  通行規制解除  

 
 
 
 
 
※道路をご利用にあたっては、最新の気象状況や交通状況を確認して
いただくとともに、不要不急のお出かけはお控えください。  
【問い合せ先】  
国土交通省  九州地方整備局  長崎河川国道事務  災害対策支部  
電  話：０９５－８３９－９２１１  （内線  ５３２）  
道路副所長  小辻（こつじ）   計画課長  山口（やまぐち）  

 

 発表日時  令和 6 年 8 月 29 日  9 時 20 分  



通行規制解除
（菅無田郷）
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